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渡嘉敷村青少年旅行村施設等（以下｢本施設｣という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範

囲等は、この仕様書による。 

 

 

第１．趣 旨 

 本仕様書は、本施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とす

る。 

 

第２．旅行村施設等の管理運営に関する事項 

  本施設を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿ってその管理運営を行うこと。 

（１）村民の健康及び福祉の増進と観光の利用に供するために設置された理念に基づき、管理運営を

行うこと。 

（２）特定の個人や団体及びグループに対して、有利あるいは不利になるような取り扱いをしないこ

と。 

（３）効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

（４）常に善良な管理者の注意をもって管理に努め、利用者及び地域住民の意見及び要望を管理運営

に反映させるよう努めること。 

（５）個人情報の保護に努めること。 

（６）関係条例、施行規則等の規定に従い、適切な管理運営を行うこと。 

 

第３ 施設の概要 

（１） 名 称 

渡嘉敷村青少年旅行村施設 

（２） 位 置 

渡嘉敷村字阿波連182-8 他  

（３） 施設の概要 

管理棟 １棟 炊事棟 １棟 

トイレ・シャワー棟 １棟 

ダイビング用プール・レジャープール施設（トイレ、更衣室含む） 

※施設内のプール用設備は使用不可。（令和2年12月 現在） 

テントサイト・多目的広場・クバ林 

オートキャンプ場・駐車場 

クバンダキ展望台（階段・歩道含む） 

照明など付帯設備 

別添「青少年旅行村管理区域図」参照 

     

第４ 施設の利用期間 

   １月１日から１２月３１日  
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第５ 法令の遵守 

  指定管理者は、本施設の管理にあったては、本仕様書のほか、次の各号に掲げる法令に基づいて  

 行わなければならない。 

 

  （１）関係法令等の遵守  

①地方自治法、同施行令、同施行規則  

②渡嘉敷村青少年旅行村施設管理条例 

③渡嘉敷村青少年旅行村施設使用料徴収条例 

④施設設備の維持管理に関する法令  

・建築基準法(建築設備の定期点検等)  

・電気事業法(技術基準の維持等)  

・消防法(消防計画の提出等)  

⑤労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法のほか労働関係法令  

⑥個人情報保護法、渡嘉敷村個人情報保護条例  

⑦その他関係法令等（自然公園法等）  

 

第６ 業務内容 

 

管理運営業務 

ア．行為の禁止・制限及び同施設の秩序維持 

イ．施設利用予約受付及び施設利用許可申請書の受付 

ウ．利用料金の収受及び免除 

エ．施設の維持及び修繕 

オ．清掃及び草刈り等、衛生的環境の確保 

カ．光熱水費（電気料金、上下水道料金等）の支払い 

キ. 村及び渡嘉敷村観光協会、渡嘉敷村商工会、地域等の関係団体との連携 

ク. アンケート調査及び自己評価の実施  

本業務に関する利用者等の意見及び要望を把握するため、自らの責任と費用により、毎年 

度、利用者等を対象としてアンケート調査を実施するものとする。アンケートで寄せられ 

た意見等に対しては、原則回答することとし、調査結果については分析及び評価を行い、 

そのアンケートの結果内容を施設内に掲示し、サービスの向上に努めること。また、毎月 

の業務報告書でアンケート結果、業務改善への反映状況等及び管理運営状況の自己評価等 

を村長へ報告しなければならない。 

ケ．パンフレット作成やホームページ運営等の広報・宣伝業務 

コ. 施設の利用促進に関すること 

サ．施設利用者の事故防止対策及び施設における救急業務に関すること 

シ. 管理棟前広場及び阿波連ビーチへの放送業務に関すること 

ス．その他上記業務に付随する業務 
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第７ 業務報告 

 (１) 業務報告 

 指定管理者は、本施設の利用状況及び管理運営業務の実施状況等を記載した業務日報を作成

し、以下により村長に報告すること。 

ア．毎月、利用状況及び業務日報（利用者からの意見、要望等とその結果及び対応策を含む。）

に基づいて「指定管理業務月次報告書」を作成し、村長に提出すること。 

イ．利用状況については、日別、月別、半期及び年度合計等を記した文書を作成すること。 

ウ．施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務完了報告書の作成を行うこと。 

    

（２）実績報告 

   指定管理者は、会計年度終了後１４日以内に実績報告書を提出するものとする。 

 

第８ 特記事項 

（１）人員の配置等に関すること。 

ア 本施設に責任者１名を常時配置し，利用者へのサービス及び緊急時の対応に努めること。 

イ 本施設の利用に関する受付業務（利用料金の収納、問い合わせ、利用予約受付等）、施設

清掃業務、管理区域除草業務、施設設備管理業務に従事するに必要な最適な人員を配置する

こと。 

ウ．本施設の管理運営に必要な研修等を実施すること。 

（２）本施設の利用申請の受付・許可等に関すること。 

ア 受付・許可等は、可能な限り旅行村施設内で行うこと。 

イ 受付手続き 

  利用許可申請書の受付、利用の許可、利用許可書の交付、利用の取消、利用料金の収入手

続き等。 

ウ 受付時間  午前９時から午後６時 

エ．旅行村施設に関する問合せに対応すること  終日 

（３）利用料金の収受に関すること。 

ア 利用料金は、渡嘉敷村青少年旅行村施設使用料徴収条例第３条の規定による金額とし、指

定管理者の収入とする。 

イ 指定管理者が現金の管理を行うこと。 

（４）修 繕 

 設備及び備品については、損耗、劣化及び破損または故障により損なわれた機能を回復させる

ための修繕及び、管理する施設の小規模な修繕は指定管理者において行うこと。なお、施設の大

規模な修繕や緊急を要する場合は、村長と協議のうえ修繕するものとする。 

（５）樹木保全等 

 本施設の敷地内の高木、低木等の植栽及び、その植栽地内を対象とし施設の使用及び美観を維持

するため剪定、除草、清掃等の業務を行うこと。 

（６）駐車場の管理を行うこと。（旅行村前広場の車両について、旅行村駐車場へ誘導する。） 

（７）施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等災害の発生を警戒・防止し、資 

産の保全を図るとともに利用者の安全を守るために、保安管理を適切に行うこと。 
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（８）利用者傷害保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるような賠 

償資力を確保するため、適切な保険に加入すること。なお、建物損害保険（火災、落雷等）に 

ついては村が加入するが、その他施設管理上必要があれば、指定管理者が加入すること。 

（９） 施設維持管理用消耗品（電球）、事務用消耗品（事務用品、応急処置用医薬品等）、清掃用

消耗品（洗剤、トイレペーパー、ごみ袋、清掃用具等）の消耗品購入に関すること。 

（10）自主事業（自動販売機の設置や売店事業）を行う場合は事前に村長と協議すること。 

（11）施設利用促進のため、ホームページ等により施設に関する広報・宣伝業務を行うこと 

（12） 村民の福祉や健康づくりの増進・向上に寄与する事業 

ア 村民参画、地域との連帯を図る自主事業 

 指定管理者の実施する自主事業についての参加費、その他料金については、指定管理者に

求められる公共性を十分理解し、その趣旨に沿った事業運営を行うものとします。 

イ ボランティア団体との連携 

 必要に応じて、協力を求め、事業実施の円滑化を図る。また、協力依頼があれば、相手方

に対しても、積極的に協力する。 

(13) その他 

ア 緊急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に指導及び訓練を

行うこと。 

イ 個人情報保護について従事者に周知、徹底を図ること。 

ウ その他村長が必要と認める業務を行うこと。 

（14）経費等について 

(1) 業務にかかる経費 

 本施設に関わるすべての経費は、利用料及びその他の収入をもって充てるものとする。 

(２) 実地調査について 

 村長は必要に応じて、指定管理者の労務管理、施設、物品、各種帳簿等に関して調査を行い

ます。 

（15）指定管理者が賠償責任を負う範囲 

指定管理者は、本施設の管理業務の履行にあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により 

村又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

（16）物品の管理等 

(1) 指定管理者が行なった修繕又はその物品を買い替えた場合は、その物品は、村の所有に

属するものとする。 

(2) 指定管理者は、村の所有に属する物品については、善良な管理者の注意を持って管理に

努めること。また、物品のうち備品については｢備品台帳｣を備え、取得及び廃棄等の異動

について随時、村長と協議しなければならない。 

(3) 指定管理者は、業務において使用する備品については、定期に村の照合を受けなければ

ならない。 

（17）備 品 

備品は、別紙１ 備品一覧表のとおりとする。 
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第９ 業務を実施するに当たっての注意事項 

業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

(1) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこと。 

(2) 指定管理者が、本施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、村長と協議を

すること。 

(3) 個人情報の適正な管理のために次の必要な措置をとること。 

・管理規程の整備、職員の意識啓発など管理的な保護措置 

・電子計算機処理に係るアクセス制限、データの暗号化など技術的な保護措置 

・保管施設の整備など物理的な保護措置 

(4) 渡嘉敷村及び国、その他地方公共団体並びに公共的団体の事業への協力 

(5) その他 

本仕様書及び指定管理者募集要項に記載のない事項については、村長と協議をすること。 

 

第10  その他 

(1) 指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく旅行村の業務を遂行でき

るよう引継ぎを行うこと。 

(2) 事業の継続が困難となった場合の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、村長は指定の

取消し又はある一定の期間を設けて業務の全部若しくは一部停止をすることができるものと

します。その場合は、村に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。なお、次期指定

管理者が円滑かつ支障なく、旅行村施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

イ 当事者の責めに帰すことのできない事由による場合 

 不可抗力等による村及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の継

続が困難になった場合に事業の継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議

が整わないときには、それぞれ事前に書面で通知することにより協定を解除できるものとしま

す。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、旅行村施設等の業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うものとします。 

(3) 協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合の措置 

村長と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

(4) 本施設の設置目的に沿った管理運営を行うため、村が任意に運営状況を調査することがありま

す。 
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別紙１ 

備品一覧表 

（1 種）   

品    名 数 量 備   考 

ワイヤレス放送設備 １  

金      庫 １  

担      架 １  

バーベキュー機器 10 平成 27 年 3 月購入 

タープテント 1 
平成 30 年 1 月購入 

テント 4 
平成 31 年 4 月 

※観光産業課 管理 

  
 

 

（２種）   

品    名 数 量 備 考 

   

   

   

 

   

 

 


